
 

 

 

東北農政局では、「農福連携」のさら

なる取組の促進や情報交換を目的とし

て、平成 31 年１月 24 日（木）に東北農政

局主催による「農福連携推進東北ブロッ

クシンポジウム」を開催しました。 

本シンポジウムには、主に障がい者

の就労支援に取り組む福祉団体や農業

者、行政機関など約 100 名の皆様にご

参加いただき、基調講演の後、農業者と

福祉団体それぞれから取組事例を発表、

最後に、事例発表者によるパネルディス

カッションで締めくくりました。 

 
 

【基調講演】 

テーマ： 「農福連携で何が変わるか？」 

 ～農福連携による地域農業・地域社会への貢献～ 

講 師：農林水産省農林水産政策研究所 首席政策研究調整官 吉田
よ し だ

 行
ゆき

郷
さ と

 氏 

障がい者からみた農業の魅力や、福祉との連携

の必要性、また農業分野で障がい者が働く場合の阻

害要因等を踏まえた全国の優良事例の紹介などに

ついてご講演をいただきました。 

「農福連携」を促進することにより、 

①  農業分野での障がい者の働く場がさらに拡大 

②  地域住民や都市住民との多様な結び付きが形

成されることで、新しい地域コミュニティが形成 

される可能性について述べられました。 

また、このためには、農業者が持つ障がい者に対する誤解を解き、農業側と福祉側

をマッチングすることがまずは必要であり、マッチングがなかなか上手くいかない場合

には、福祉事業所の農業参入、農業経営体による福祉施設の併設、企業や社会福祉

法人の誘致等も有効とのご提言でした。 

 

 

【施策紹介】 

東北厚生局から「障がい者の就労支援を目的とした福祉サービス事業所整備への支

援」、宮城労働局から「精神障がい者の雇用に向けた支援制度」、農村振興局から「福祉

農園等の整備や障がい者の受入れをサポートする人材育成への支援」について、それ

ぞれ施策の紹介がありました。 

 

 



【事例発表】 

 

①  「有限会社 内外ファーム」  

代表取締役専務 山田
や ま だ

 彰一
しょういち

 氏（山形県山形市） 

農業経営と併せ、就労継続支援 A 型事業所及びＢ型事業

所を運営し、自社と近隣農家での施設外就労により、通年で

障がい者を雇用している事例をご発表いただきました。 

 

②  「農事組合法人 横手マッシュセンター」  

事業部長 竹川
たけかわ

 真
まこと

 氏（秋田県横手市） 

障がい者と健常者が共に働き、長く勤め続けられる環境づ

くりや作業技術向上のための取組、実体験に基づく障がい者

雇用の課題についてご発表いただきました。 

 

③  「社会福祉法人 月山福祉会」  

理事長 石川
いしかわ

 一郎
い ち ろ う

（山形県鶴岡市） 

主要な障がい者の就労部門として農畜産業を取り入れた

経緯や現在の生産状況に加え、今後力を入れていく「月山短

角牛」の飼育に必要な放牧・採草地の拡大計画についてご発

表いただきました。 

 

④ 「特定非営利活動法人 みやぎセルプ協働受注センター」  

事務局次長 格
か く

井
い

 さえ子 氏（宮城県仙台市） 

障がい者の異なる特性に合わせた「自分らしい働き方」に

よる自立した生活を目指すため、企業・団体に対する就労支

援事業所の営業や、事業所を活用した農業と福祉のマッチン

グについてご発表いただきました。 

 
 

【パネルディスカッション】 

最後に、基調講演をされた吉田氏をコーディネーターに迎え、事例発表者をパネリスト

としたパネルディスカッションを行いました。 

パネリストからは、障がい者が働きやすい就労環境づくり、冬季の作業に関する工夫

や、農福連携の促進のために必要な取組や条件について意見が述べられました。 

主な意見として、障がい者が働きやすい就労環境づくりでは、 

・ 個人の能力差が大きいので、作業を指示する際に注意が必要 



・ 一緒に働く仲間との相性の良し悪しにも配慮する必要 

・ 養護学校でも農業に触れる機会が重要 

・ 障がい者が働いていることを知ってもらうことが必要 

 

冬季の作業については、 

・ 現在でも手探りであり、冬場に出荷できる作目を試行 

・ ボイラーの燃料に廃材を利用することでハウスの加温コストを抑制 

 

また、農福連携の促進のために必要なこととしては、 

・ 農業側が障がい者を安く使っているという誤解を解消 

・ 良い仕事をして見せ、理解を促すことが大事 

・ 即戦力として過度に期待せず、根気よく作業を指導 

・ 工賃に一定の基準を設けることが重要 

・ 比較的閉鎖的な福祉事業所が多いため、地域に溶込む地道な取組が必要 

 

最後に、それぞれのパネリストから会場の参加者に対し、 

・ 農側と福祉側では「農福連携」の目的が異なっているため、お互いに歩み寄って同

じ考え方になることが必要 

・ 従業員が連携して働く障がい者を支えることが重要 

・ 現状のままでは管理されなくなる牧草地を有効に活用 

・ 福祉団体は農業部局に、農業経営体は福祉部局の担当に相談 

 

との、これまでの知見に基づく貴重なアドバイスをいただき、本シンポジウムを終了し

ました。 

 

 
 

以上 


